
申
告
が
必
要
な
方
は
、印
鑑
、

平
成
15
年
中
の
収
入
な
ど
が
確

認
で
き
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票

な
ど
）
、
領
収
書
（
国
民
健
康

保
険
税
、
国
民
年
金
保
険
料
、

介
護
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、

損
害
保
険
料
、
医
療
費
な
ど
、

平
成
15
年
中
に
支
払
っ
た
も

の
）
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
２
月
10
日
Õ

に
郵
送
す
る
申
告
書
用
紙
と
、

同
封
の
手
引
き
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◆
申
告
が
必
要
な
方

（
１
）
平
成
16
年
１
月
１
日
現

在
、
三
鷹
市
に
住
ん
で
い
る
方

で
fl
15
年
中
に
収
入
の
あ
っ
た

方
（
年
金
収
入
、
15
年
１
月
〜

３
月
の
上
場
株
式
な
ど
の
配
当

を
含
む
）
、
‡
三
鷹
市
に
居
住

平
日
の
窓
口
延
長
と
、
土
・
日

曜
日
の
臨
時
納
税
相
談
窓
口
の
開

設
を
し
ま
す
。
納
税
相
談
や
納
税

を
し
た
い
が
、
土
・
日
曜
日
か
午

後
５
時
以
降
し
か
時
間
が
取
れ
な

い
方
は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
期
間
、
滞
納
者
宅

へ
の
納
税
課
職
員
に
よ
る
訪
問
・

電
話
催
告
を
行
い
ま
す
。

税
の
早
期
納
付
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
期
間

２
月
20
日
–
〜
29
日
À

◇
平
日
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

７
時
30
分

◇
土
・
日
曜
日
＝
２
月
21
日
—
、

22
日
À
、
28
日
—
、
29
日
À
の
午

前
９
時
〜
午
後
５
時

◆
場
所

市
役
所
２
階
納
税
課
窓

口◆
相
談
・
納
付
で
き
る
税
目
＝
市

民
税
・
都
民
税
（
普
通
徴
収
・
特

別
徴
収
）
、
固
定
資
産
税
（
償
却

資
産
を
含
む
）
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
、
法
人
市
民
税

【
市
職
員
の
滞
納
者
宅
訪
問
】

市
の
職
員
が
、
滞
納
者
宅
を
訪

問
し
、
早
期
納
付
の
お
願
い
を
し

ま
す
。

※
他
自
治
体
で
、
職
員
と
偽
っ

て
家
庭
を
訪
問
す
る
事
例
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
職
員
は
身
分
証
明

書
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

∞
納
税
課
納
税
整
理
係
ò
内
線

２
４
２
１

し
て
い
る
人
の
扶
養
親
族
に
な

っ
て
い
な
い
方
な
ど
、
·
国
民

健
康
保
険
・
介
護
保
険
加
入
の

方
、
児
童
手
当
な
ど
受
給
し
て

い
る
方
。

（
２
）
三
鷹
市
内
に
居
住
は
し

て
い
な
い
が
、市
内
に
事
務
所
、

事
業
所
、
家
屋
敷
が
あ
る
方
。

◆
申
告
が
不
要
な
方
（
用
紙
が

郵
送
さ
れ
て
も
申
告
不
要
で

す
）

（
１
）
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
方
。

（
２
）
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払

報
告
書
、
ま
た
は
社
会
保
険
庁

な
ど
か
ら
年
金
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
方
。

（
３
）
三
鷹
市
に
居
住
し
て
い

る
人
の
扶
養
親
族
で
、
所
得
が

35
万
円
（
給
与
収
入
100
万
円
）

以
下
の
方
。

◆
受
付

２
月
16
日
Ã
〜
３
月

15
日
Ã
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

30
分
、
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階

242
会
議
室
、
ま
た
は
各
市
政
窓

口
で
（
土
・
日
曜
日
は
休
み
）。

∞
市
民
税
課
ò
内
線
２
３
４

７

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
を
お
早
め
に

２
月
16
日
Ã
〜
３
月
15
日
Ã

屋
外
の
水
道
管

凍
結
に
ご
注
意

臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設臨時納税相談窓口を開設
２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À２月20日–～29日À

平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで
平日は午後７時30分まで
土・日曜日も午後５時まで

市役所代表電話0 4 2 2 － 4 5 － 1 1 5 1 税　防犯　年金　�

平
成
15
年
分
の
確
定
申
告
・
贈
与
税
・

消
費
税
の
申
告
は
お
早
目
に

武
蔵
野
税
務
署
ま
で

所
得
税
の
確
定
申
告
　
２
月
16
日
Ã
〜
３
月
15
日
Ã

贈
与
税
の
申
告
　
　
　
２
月
２
日
Ã
〜
３
月
15
日
Ã

個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
申
告
　
３
月
31
日
Œ
ま
で

【
武
蔵
野
税
務
署
窓
口
案
内
】

▽
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休
み
）。

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
３
｜
27
｜

１
ò
53
｜
１
３
１
１

∞
税
務
相
談
室
武
蔵
野
分
室
ò

54
｜
５
２
５
１

※
駐
車
場
は
利
用
不
可
。

※
納
税
は
便
利
で
確
実
な
振
替

納
税
、
還
付
金
の
受
け
取
り
に
は

口
座
振
込
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
休
日
窓
口
開
設

確
定
申
告
の
相
談
・
受
付
。

▽
２
月
22
日
À
・
29
日
À

◆
国
税
庁
ホ
U
ム
ペ
U
ジ
で
申
告

書
の
作
成
を

所
得
税
の
確
定
申
告
書
が
作
成

で
き
ま
す
。
（
カ
ラ
U
プ
リ
ン
タ

U
が
必
要
で
す
）U

R
L：
http:

//w
w
w
.nta.go.jp/

空
き
巣
狙
い
は
、
家
人
に
発
見

さ
れ
る
と
強
盗
に
発
展
す
る
ケ
U

ス
も
多
く
、
大
変
危
険
で
す
。
無

施
錠
に
よ
る
ど
ろ
ぼ
う
被
害
が
多

発
し
て
い
ま
す
。
外
出
時
に
は
玄

関
ド
ア
や
窓
ガ
ラ
ス
を
閉
め
、
必

ず
鍵
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

◆
被
害
の
傾
向

◇
１
戸
建
て
住
宅
で
は
「
窓
」
か

ら
の
侵
入
が
最
も
多
く
、
ク
レ
セ

ン
ト
錠
付
近
の
ガ
ラ
ス
を
割
っ
て

侵
入
し
て
い
ま
す
。

◇
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
U
ト
で
は

「
ピ
ッ
キ
ン
グ
」「
サ
ム
タ
U
ン
回

し
」
な
ど
工
具
を
使
用
し
た
ド
ア

か
ら
の
侵
入
が
多
く
見
ら
れ
ま

す
。※

ど
ろ
ぼ
う
は
、
必
ず
下
見
を

し
、
チ
ャ
ン
ス
と
隙
を
狙
っ
て
い

ま
す
。
買
い
物
や
ペ
ッ
ト
の
散
歩

な
ど
、
わ
ず
か
な
時
間
と
い
え
ど

も
要
注
意
で
す
¿

【
侵
入
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
に
】

◆
ド
ア
対
策

◇
ワ
ン
ド
ア
・
ツ
U
ロ
ッ
ク
　
鍵

は
ピ
ッ
キ
ン
グ
に
強
い
「
Ｃ
Ｐ
｜

Ｃ
錠
」
に
付
け
替
え
、
補
助
錠
を

設
置
す
る
。

◇
サ
ム
タ
U
ン
に
カ
バ
U
を
　
ど

ろ
ぼ
う
は
ド
ア
に
穴
を
開
け
た

り
、
ド
ア
ス
コ
U
プ
、
郵
便
受
け

な
ど
わ
ず
か
な
隙
間
を
利
用
し
て

サ
ム
タ
U
ン
を
回
し
ま
す
。

◇
ガ
U
ド
プ
レ
U
ト
設
置
を
　
バ

U
ル
な
ど
で
ド
ア
を
こ
じ
開
け
ら

れ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

◆
窓
対
策

◇
ワ
ン
ド
ア
・
ツ
U
ロ
ッ
ク
　
鍵

付
き
の
ク
レ
セ
ン
ト
錠
や
補
助
錠

を
設
置
す
る
。

◇
強
化
ガ
ラ
ス
、防
犯
セ
ン
サ
U
、

防
犯
ブ
ザ
U
を
設
置
す
る
。

◆
そ
の
ほ
か

◇
郵
便
受
け
な
ど
に
予
備
鍵
な
ど

を
入
れ
な
い
。
実
際
に
被
害
が
出

て
い
ま
す
。

◇
ド
ア
前
に
防
犯
カ
メ
ラ
や
照
明

灯
を
設
置
す
る
。

◇
外
出
の
際
は
、
近
所
の
方
に
連

絡
し
、
お
互
い
に
協
力
す
る
。

∞
三
鷹
警
察
署
街
頭
・
侵
入
犯

罪
抑
止
対
策
推
進
本
部
ò
49
―
０

１
１
０
内
線
６
５
１

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
は
、

「
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
」
を
住

所
地
を
管
轄
す
る
社
会
保
険
事
務

所
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
年
金
は
、
亡
く
な
っ
た

都
内
39
市
町
村
が
共
同
で
運

営
す
る
「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」

は
、住
民
が
会
費
を
出
し
合
い
、

交
通
事
故
に
あ
っ
た
時
、
見
舞

金
を
受
け
ら
れ
る
助
け
合
い
の

制
度
で
す
。

継
続
加
入
お
よ
び
新
た
に
加

入
を
希
望
す
る
方
は
、
受
付
開

始
前
後
に
ご
家
庭
に
配
布
さ
れ

る
申
込
書
に
よ
り
加
入
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
会
費

右
図
を
参
照

◆
共
済
期
間

４
月
１
日
〜
平

成
17
年
３
月
31
日

▼
２
月
２
日
Ã
か
ら
加
入
申
込

書
に
会
費
を
添
え
て
、
市
役
所

１
階
み
ず
ほ
銀
行
派
出
所
・
各

市
政
窓
口
お
よ
び
市
内
の
各
金

融
機
関
で
申
し
込
む
。

∞
都
市
交
通
課
ò
内
線
２
８

８
４
（
交
通
災
害
共
済
ホ
U
ム

ペ
U
ジU

R
L:http://w

w
w
.

ctv

―tokyo.or.jp/

）

日
の
属
す
る
月
の
分
ま
で
支
払
わ

れ
ま
す
の
で
、
未
払
い
の
年
金
が

あ
る
と
き
は
「
未
支
給
年
金
・
保

険
給
付
請
求
書
」
も
併
せ
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

未
支
給
年
金
を
受
け
ら
れ
る
遺

族
の
順
位
は
、
受
給
者
の
死
亡
当

時
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
配

偶
者
、子
、父
母
、孫
、祖
父
母
ま
た

は
兄
弟
姉
妹
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
「
年
金
受
給
権
者
死
亡

届
」
の
届
出
が
遅
れ
る
と
、
死
亡

後
も
年
金
が
そ
の
ま
ま
支
払
わ

れ
、
後
日
遺
族
の
方
が
返
納
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

∞
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
ò

65
―
１
４
１
１

老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
て
い
る
方
が

亡
く
な
ら
れ
た
と
き
は

届
出
が
必
要
で
す

焼
き
破
り
被
害
も

急
増
中
¿

加
入
申
込
書
を

全
世
帯
に
お
届
け
し
ま
す

ちょこっと共済（交通災害共済）

家
の
北
側
や
風
当
た
り
の
強

い
屋
外
で
む
き
出
し
に
配
管
さ

れ
て
い
る
水
道
管
は
、
大
変
凍

り
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
凍

結
対
策
が
必
要
で
す
。

コ
ツ
は
水
道
管
を
毛
布
や
布

な
ど
で
覆
い
、
そ
の
上
に
ビ
ニ

U
ル
テ
U
プ
を
３
分
の
１
程
度

重
ね
な
が
ら
下
か
ら
巻
き
上
げ

て
覆
う
こ
と
で
す
。
屋
外
の
蛇

口
も
ビ
ニ
U
ル
袋
で
重
ね
て
覆

い
、
ひ
も
で
し
ば
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

◆
凍
結
し
た
場
合
に
は

水
道

管
が
凍
っ
て
水
が
出
な
い
時
、

急
に
熱
い
お
湯
を
か
け
る
と
水

道
管
が
破
裂
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
自
然
に
解
け
る
の
を
待

つ
か
、
ぬ
る
ま
湯
か
ド
ラ
イ
ヤ

U
な
ど
で
ゆ
っ
く
り
解
か
し
ま

し
ょ
う
。

◆
水
道
管
が
破
裂
し
た
ら

氷

が
解
け
て
水
が
吹
き
出
す
の

で
、
家
庭
用
止
水
栓
を
閉
め
て

指
定
給
水
装
置
事
業
者
ま
た
は

工
務
課
漏
水
防
止
係
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

∞
工
務
課
漏
水
防
止
係
ò
内

線
３
４
３
９

【
公
的
年
金
収
入
の
み
で

確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
方
】

【
確
定
申
告
で
所
得
税
が

還
付
さ
れ
る
方
】

次
の
よ
う
な
方
は
、
確
定
申
告

す
る
と
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得

税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
２
月
13
日
–
以
前
で
も
受
け

付
け
ま
す
。

◇
fl
マ
イ
ホ
U
ム
を
住
宅
ロ
U
ン

で
取
得
（
増
改
築
を
含
む
）
し
た

方
。
‡
原
則
と
し
て
10
万
円
以
上

の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方
。
·
災

害
や
盗
難
の
被
害
に
あ
っ
た
方
。

‚
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職

し
て
い
な
い
方
。

【
還
付
申
告
を
す
る

サ
ラ
リ
U
マ
ン
の
方
へ
】

「
広
域
還
付
申
告
セ
ン
タ
U
」

で
還
付
申
告
書
を
預
か
り
、
税
務

署
に
送
付
し
ま
す
。用
紙
の
配
布
、

記
入
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
。
時
間
は

い
ず
れ
も
午
前
９
時
〜
正
午
、
午

後
１
時
〜
５
時
。

◆
Ｊ
Ｒ
東
京
駅
日
本
橋
口

２
月

２
日
Ã
〜
13
日
–

◆
新
宿
駅
西
口
広
場
イ
ベ
ン
ト
コ

U
ナ
U

東
京
都
と
共
催
。
２
月

19
日
œ
〜
27
日
–

※
ほ
か
に
横
浜
駅
、
川
崎
駅
で

も
（
日
時
は
異
な
り
ま
す
）。

【
郵
送
に
よ
る

確
定
申
告
書
の
提
出
】

「
控
」
が
必
要
な
方
は
、
ボ
U

ル
ペ
ン
で
記
入
し
た
申
告
書
控

（
鉛
筆
は
不
可
）
と
切
手
を
貼
り

あ
て
先
を
記
入
し
た
返
信
用
封
筒

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
送
り
先

〒
180
｜
８
５
２
２

武
蔵
野
税
務
署
個
人
課
税
部
門

（
表
に
「
確
定
申
告
書
在
中
」
と

赤
書
）

【
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
U
】

よ
く
あ
る
質
問
に
、
電
話
（
音

声
）、フ
ァ
ク
ス
、
イ
ン
タ
U
ネ
ッ

ト
、
携
帯
電
話（
文
字
情
報
）で
お

答
え
し
て
い
ま
す
。
く
わ
し
く
は

税
務
署
ま
た
は
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ

U
コ
U
ド
表
（
三
鷹
市
市
民
税
課

な
ど
に
あ
り
）
で
。UR

L
:h
ttp
:

//w
w
w
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o.j
p

平
成
15
年
中
の
収
入
が
公
的
年

金
収
入
の
み
の
方
で
、
収
入
金
額

が
次
の
金
額
以
下
の
場
合
に
は
、

所
得
税
の
確
定
申
告
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。
三
鷹
市
に
居
住
し
て
い

る
人
の
税
法
上
の
扶
養
親
族
に
な

っ
て
い
る
方（
所
得
35
万
円
以
下
）

や
、
社
会
保
険
庁
が
三
鷹
市
へ
報

告
す
る
収
入
金
額
な
ど
に
変
更
の

な
い
方
は
、
住
民
税
の
申
告
も
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
fl
65
歳
以
上
（
昭
和
14
年
１
月

１
日
以
前
生
れ
）の
方
＝
228
万
円
、

‡
65
歳
未
満
（
昭
和
14
年
１
月
２

日
以
後
生
れ
）
の
方
＝
108
万
円
。

※
配
偶
者
控
除
な
ど
、
ほ
か
の

所
得
控
除
が
あ
る
方
は
、
申
告
不

要
の
限
度
額
が
高
く
な
り
ま
す
。


